
筑後市高齢者安全運転
支援事業補助金

（安全運転支援自動車購入補助）

①市内に住所を有する70歳以上の方(申請する年度末で70歳以上の方)
②有効期限内の自動車運転免許証を保有している方
③令和2年4月1日以降に安全運転支援自動車を購入した方
④安全運転支援車の自動車検査証に記載されている使用者または生計を
一にする同一世帯の方
⑤市税及び国民健康保険税を滞納していない方

補助対象者 ※下記①～⑤を全て満たす個人

補助対象の安全運転支援自動車

補助対象となる車両は購入前に安全運転支援装置（ペダル踏み間違い
を抑制する装置）が設置された自動車です。ただし、自動車検査証の
「事業用・自家用の別」欄に自家用と記載されたものに限ります。

補助金額等

安全運転支援自動車の購入に係る費用の２分の１（1,000円未満切り
捨て） 上限20,000円
※１人につき１回（１台）限りです。予算額に到達した場合は受付終
了となります。

高齢運転者の安全運転意識の向上を図り、交通事故の防止及び事故時
の被害軽減のため、安全運転支援自動車を購入された方を対象に費用
の一部を補助します。

※補助金を受けた安全運転支援自動車は、原則１年以上使用してくだ
さい。

筑後市役所防災安全課 ℡：０９４２-６５-７２６０

〒８３３－８６０１ 福岡県筑後市大字山ノ井８９８番地
■受付時間 ８：３０～１７：１５（土・日・祝日、年末年始を除く）



①取扱店に見積を依頼

③補助金審査、交付決定

②補助金交付申請書を防災安全課へ提出してください

④安全運転支援自動車（サポカー）の購入

⑤実績報告書を防災安全課へ提出

⑥補助金確定

下記の書類を提出してください。申請書は、防災安全課窓口、市ホームページから入手でき
ます。
①筑後市高齢者安全運転支援事業補助金交付申請書
②見積書
③誓約書
④自動車運転免許証の写し
⑤その他市長が必要と認める書類

申請書類を審査のうえ、補助金交付決定通知書（または不交付決定通知書）を郵送します。

安全運転支援自動車（サポカー）の購入。

安全運転支援自動車（サポカー）取扱店にて見積書を作成してもらってください。

安全運転支援自動車の登録日から１ヶ月後もしくは補助金の交付決定のあった年度の翌年度
の４月１０日までのいずれか早い日までに、補助事業実績報告書に下記の書類を添付して防
災安全課へ提出してください。
①安全運転支援自動車証明書（購入店舗にて発行）
②自動車検査証の写し
③領収書の写し
④その他市長が必要と認める書類

⑦補助金請求書の提出

⑧補助金の振り込み

実績報告書等の内容を審査し、補助金確定通知書を郵送します。

補助金確定通知書に同封する補助金請求書を提出してください。

補助金請求書を受け付けてから、概ね２週間後に申請者名義の指定口座へ補助金を振り込み
ます。


